
＊都議会民主党は平成21（2009）年度の予算編成に対し、476項目に及ぶ要望を提出しました。
　また区市町村・各種団体から寄せられている予算要望についても合わせて提出し、特段の配慮を求めました。

都議会民主党、都知事に予算要望

 Ⅰ　産業を支え、雇用を守る

s若年者の雇用就
業支援について
１）しごとセン
ターにおいて、
若年者の定着支
援促進事業など、雇用就業支援策の充実
を図るとともに、就職氷河期に新卒者と
なった世代への特別な支援策を講じるこ
と。

２）若者支援サポーター企業の組織化に引き
続き取り組むとともに、若者仕事応援団事
業を創設するなど、若年者就業対策を充実
すること。

３）内定を取り消された若者に対して、学
校や東京労働局とも連携した対策に取り
組むとともに、東京しごとセンターにお
いて、職業紹介や各種セミナーなど、さ
まざまな支援策を講じること。

sパート・アルバイト、派遣労働などのい
わゆる非正規労働者（非典型労働者）の
雇用環境を改善するために、企業におけ
る法令遵守を徹底するとともに、処遇改
善に取り組む企業の拡大に向けて、支援
の充実を図ること。

s中小企業制度融資について、預託金の活
用により、さらに低金利への誘導を図る
など、中小企業者の利用拡大に向けて取
り組むこと。また、国の緊急保証制度
で、指定されていない都市型サービス関
連の業種についても、追加指定を国に働
きかけること。さらに、信用保証料補助
の補助率を引き上げるとともに、ＮＰＯ
向け融資や機械・設備担保融資などの充
実・創設を図ること。

 Ⅱ　機能する強いセーフティネットを

s新生児集中治療室（NICU）を新生児の実
態にあわせて1.5倍に増やすとともに後方
病床（GCU）を増やし、その医師・看護
師等人員配置が行われるよう取り組み、
空床補償など都独自の支援を行うこと。

s救急搬送に対応できる病床を確保するた
め、周産期の救急医療を行う医療機関に
対し補助すること。

s周産期の救急搬送調整業務を少しでもス
ムーズにし、時間を短縮するため、周産
期母子医療センター、総合周産期母子医
療センター、地域の産婦人科間でのホッ

トライン構築、最新の情報機器の配備な
どを行うこと。

 Ⅲ　安全・安心の東京を創る

s耐震改修促進計画の目標達成に向け、昭和
56年以前の建築物に対する耐震診断・耐
震改修促進のための制度の積極的活用を促
すとともに、制度の適用対象の拡大や耐震
化のための資金の融資などについて検討
し、総合的に建築物の耐震性の向上を促進
すること。

sゲリラ豪雨への対応や、総合的な治水対策
に資するため、個人住宅における雨水浸透
桝等の普及を図るとともに、豪雨対策基本
方針を着実に実施すること。

 Ⅳ  学ぶ心を育む教育

s義務教育終了時にはすべての子どもが基本
的な学力を身につけられる指導を行うた
め、就学前教育、つまづき防止のための取
り組み、基礎的・基本的な事項に関する調
査、確かな学力向上実践研究推進校、理科
支援員等配置事業、少人数指導等を実施す
ること。

s私立幼稚園、私立学校における教育内容の
向上、学校経営の健全化等を図るため、経
常費補助、授業料軽減
補助等の各種助成を行
うとともに、公立学校
との税投入額、保護者
負担の格差を減らすよ
う助成の拡充を検討す
ること。情報公開の推
進を図ること。

 Ⅴ　都民との協働で心豊かな生活を

s食品の適正な表示を確保するため、立ち入
り検査・指導措置など厳しく対処するとと
もに、食品事業者における適正表示推進者
を育成すること。

 Ⅵ　持続可能な地球に向けて

s環境金融を進めるために、金融機関への預
託金を創設すること。また、金融機関に対
してエコ預金の創設・拡充を働きかけると
ともに、環境投融資の拡大などを働きかけ
ること。

s東京都独自の環境税の導入について、中小
企業等へのインセンティブの観点などか
ら、環境減税の導入に向けて、積極的に取
り組むこと。

 Ⅶ　魅力あふれる快適な都市づくり

sマンションの長寿
命化による良質な
居住の確保のた
め、平成17年に
策定した「マン
ション管理ガイド
ライン」の普及を
図るとともに、老
朽化したマンショ
ンの建て替えを支援すること。

s「踏切対策基本方針」に基づき、西武線や
京王線、京成線、ＪＲ線などの地下化・高
架化などにより、交通渋滞や「開かずの踏
切」等、踏切問題の早期解消に努めるこ
と。

s耐震データ偽造問題を受けた改正建築確認
制度・検査制度にあわせ、建築確認事務の
実施体制等の見直しを行うとともに、違法
建築物対策の強化、国への制度改善に向け
た建築確認事務の現場実務者としての要
望・提言などを引き続き行うこと。

 Ⅷ　分権・改革で都民の都政に

s第二期地方分権改革が進む中、国によって
法人事業税一部国税化が導入されたが、分
権や財源移譲に逆行し、地方の疲弊の解決
にもならないことから、廃止に向けた取り
組みを強く推し進めること。
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